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  新型コロナウイルス感染症が五類感染症に位置づけられた場合の医療機関 

  への行政検査の委託契約の終了について  

  （大阪府等からの通知があり次第、改めて案内予定） 

 

 平素は、本会事業の推進に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 厚生労働省の標記通知に関し、このたび日本医師会より通知がありました。 

 本通知は、新型コロナウイルス感染症が令和５年５月８日から五類感染症に位

置づけられた場合、同日をもって関係通知が廃止され、都道府県等が医療機関

へ行政検査を委託し、患者の自己負担分の公費支援を行う取扱いを終了する旨、

知らせるものです。 

 なお、本会が集合契約を締結している大阪府、大阪市については、行政からの通知があり

ましたら、改めてご案内いたす予定です。 

 政令中核市の医療機関におかれましては、地元行政にご確認をお願いいたします。 

 貴会におかれましてはご了知の上、会員医療機関へのご周知をお願い申し上げます。 

 

 

 【参考・日本医師会通知掲載ホームページ／メンバーズルーム】 

  https://www.med.or.jp/login.html 

  https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009135.html 

  ※メンバーズルームへのログインには会員ID、パスワードが必要 

  ＩＤ等の問合せは、日本医師会（代表・03-3946-2121）まで  

【担当】 

大阪府医師会地域医療１課 

（06-6763-7012） 
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